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１ 制度の概要 

  

 

 調布市オンブズマン制度は，市民の市政に関する苦情を『公正かつ中立的』な立場

から簡易迅速に処理し，市民の権利及び利益を擁護するとともに，市政に対する市民

の理解と信頼を高め，開かれた市政の一層の推進に資することを目的として設置され

ています。 

 

調布市オンブズマンの職務 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市オンブズマンの体制 

 

 

 

  

・ 市政に関する苦情について，相談・苦情申立てを受け，調査します。 

・ 調査の結果に基づき，オンブズマンとしての判断を市民，市の機関にお伝えし

ます。 

また，必要に応じて市の機関に対し，状況の改善に向けた意見表明や提言等を

行います。 

・ 活動状況報告書（本書）等を通じて，調査結果や活動内容を公表します。 

 

・ オンブズマンは，行政に関し優れた識見を有する者のうちから，３人が委嘱

されます。 

・ 任期は３年です（１回に限り再任可） 

・ オンブズマンの庶務は，市民部市民相談課が担当しています。（条例施行規則

第 14条） 

 

 調布市のオンブズマン（令和５年度） 

丸山
まるやま

 裕司
ゆ う じ

（弁護士）  任期：令和５年 4月 1日～令和８年３月３１日（１期目） 

古里
ふるさと

 実
みのる

（一級建築士） 任期：令和５年 4月 1日～令和８年３月３１日（２期目） 

小野田
お の だ

 朋
とも

恵
え

（弁護士）  任期：令和５年 4月 1日～令和８年３月３１日（２期目） 
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２ 制度利用の手続き 

  

 

 

苦情申立て（相談）できる方 

 

 市民の方はもちろん，市外在住の方や法人その他団体の方でも調布市の業務及び業

務に関する職員の行為について，直接，利害関係を有している方は申立てすることが

できます。 

 相談はどなたでも受付けております。 

 

 

 

 

苦情申立てできる内容 

 

 オンブズマン制度では，原則として，苦情の原因となった事実のあった日から１年

以内の苦情について取り扱います。ただし，次のような事案については，取り扱うこ

とは出来ません。 

 

  ・ 判決，裁決等により確定した権利関係に関する事項 

  ・ 現に判決，裁決等を求め係争中の事項 

  ・ 議会に関する事項 

  ・ 職員の勤務条件，身分等に関する事項 

  ・ オンブズマンの行為に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お話しの内容が苦情申立ての要件に適合するかどうかは， 

オンブズマンがお話を伺う中で，総合的に判断します。 

まずは，お気軽にご相談ください。 
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手続きの流れ 

 

 オンブズマンの手続きは基本的に下図のとおり進んでいきます。 

各手続きの詳細は，次ページ以降をお読みください。 

 

苦情申立ての手続きフロー図 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動状況報告書等で公表 

（個人情報には十分配慮します） 

 調査期間は苦情の内容等に

より異なります。 

☛５頁 

☛６頁 

☛７頁 

☛７頁 

☛７頁 

※１ 

※２ ※３ 
受付 

※１ 面談後，オンブズマンは担当部署に対し，苦情に関係する制度や手続き等についての確認を行います。 

確認を行う中で，苦情申立ての手続きによることなく解決が図られるものとオンブズマンが判断した場 

合は，その結果をお伝えします。 

※２ 事前相談を経ていない場合は，オンブズマンから面談を求める場合があります。 

※３ 苦情の内容がオンブズマン制度に適さない等の理由により，苦情申立てを受理できない場合または調査 

   を実施しない場合は，その旨をお知らせします。 

面談 
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➊ 事前相談（面談） 

 

 苦情申立ての手続きの前に，苦情内容を正確に確認させていただくため，担当オン

ブズマンによる事前相談（面談）を行っています。 

 また，相談をスムーズに行うため，苦情に係る経過等を記入していただく「相談カ

ード」の提出をお願いしています。 

 

■ 相談日時と場所 

 ・ 毎週水曜日（第５水曜日・閉庁日を除く） 

   午後１時から午後５時まで 

 ・ オンブズマン相談室（市役所２階‐市民相談課横） 

 

■ 申込方法 

  オンブズマン相談室又は電話にて随時受付。 

  当日受付も出来ますが，事前にご連絡をいただいた方からご案内します。 

 

■ 「相談カード」の提出 

 ・ 相談前または相談時に，オンブズマン相談室にご提出ください（郵送・ファッ

クス・メール可）。 

   なお，相談前にご提出いただく場合は，市民相談課の職員が受付し，担当オン

ブズマンに取り次ぎます。 

 ・ 「相談カード」は，オンブズマン相談室でお渡ししているほか，市のホームペ

ージで取得できます。 

 

 

  

・ 相談後，オンブズマンは関係部署に対して，

苦情に関わる制度や手続き等についての確認を

行います。 

・ 相談内容から，オンブズマンが「苦情申立て」

の手続きによることなく解決が図られるものと

判断した場合は，その旨をお伝えします。 

【 相談カード 】 

相談室 
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➋ 苦情申立て 

 

 オンブズマン制度の手続き（調査や調査結果の通知等）は，「苦情申立書」の 

提出を受けて開始されます。 

 オンブズマンは，主に「苦情申立書」の内容に基づいて調査を行います。記載 

にご不明な点がある方は，事前相談の中で担当オンブズマンにご相談ください。 

 

■ 「苦情申立書」の提出 

 ・ 事前相談時または相談後に，オンブズマン相談室までご提出ください（郵送 

可）。 

   なお，相談日以外など，オンブズマン不在時は，市民相談課の職員が受付し，

担当オンブズマンに取り次ぎます。 

 ・ 記載内容の詳細を確認させていただくため，面談を行う場合があります。 

 ・ 「苦情申立書」は，オンブズマン相談室でお渡ししているほか，市のホームペ

ージで取得できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情申立書以外での申立てについて 

次の項目が記載されている場合は，苦情申立書

以外の書面でも受付します。 

 ① 氏名 ② 住所 ③ 連絡先 

 ④ 苦情の原因となった事実のあった日 

 ⑤ 苦情申立ての趣旨 

 ⑥ 苦情申立ての理由 

 ⑦ 他の制度（裁判や行政不服審査法に基づく

審査請求等）の利用の有無 

 ⑧ オンブズマンの調査にあたり，実施機関 

（苦情に関係する部署）が保有するご自身 

に関連する情報をオンブズマンが利用する 

ことへの同意 

【 苦情申立書 】 
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➌ 調査 

 

 オンブズマンは，苦情申立書の趣旨や相談内容をもとに，担当部署から聴き取りを

行うほか，担当部署に関係資料の提出を求めたり，実地を確認するなどの方法により，

苦情の原因を調査します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍ 調査結果 

 

 オンブズマンは，調査に基づき苦情についての判断を行い，その結果を苦情申立人

にお知らせします。 

 

 

➎ 意見表明や是正の勧告など 

 

・ オンブズマンは，調査の結果，市の対応について特に改善の必要性を認める場合

は，担当部署に対し意見表明や是正を求める勧告などを行います。 

  また，必要に応じて，その後，どのような改善措置を取るのか報告を求めます。 

・ オンブズマンから報告を求められた担当部署は，措置等の内容についてオンブズ

マンに報告します。 

  また，オンブズマンは，担当部署から受けた報告内容を苦情申立人にお知らせし

ます。 

 

 

➏ 結果の公表 

 

 オンブズマンが受けた相談や苦情申立ての概要については，活動状況報告書（本書）

等により公表します。 

※ 公表に際しては，苦情申立人をはじめ，関係する方が特定されることがないよう，

個人情報に留意して実施します。 

 苦情の事実があった日から１年以上経過しているものや，他の

手続きによる解決が適している場合などは，調査を実施しないこ

とがあります。 

その場合は，その旨をお知らせします。 
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手続きについてのＱ＆Ａ 

 
  オンブズマンとは何ですか？ 

  オンブズマンは市長が任命し，公正・中立的立場であなたと市の間に立ち，調査

し，市政に対する市民の理解と信頼を高めるために設置された制度です。 

 

  手続きの方法はどうすればいいの？ 

  手続きについては，電話・来訪・メールでの受付となります。手続きは簡単です

のでお気軽にお問い合わせください。原則としてオンブズマンと面談をしていただ

き詳しくお話しをお聴きします。 

また，調査については，オンブズマンが担当部署等に確認し，３ヶ月以内を目途

として迅速に行いますが，事案によっては長期間が必要となる場合もあります。 

なお，オンブズマンの判断には法的拘束力はありませんのであらかじめご承知く

ださい。 

 

  市の施策や事業についての意見や要望を言うために，オンブズマン制度を利用

できますか？ 

  本制度は，市の業務及びその業務に関する職員の行為で，あなた自身に直接利害

関係がある苦情を対象としています。市の施策への意見や要望等については，要望

等標準処理規程に基づき市民相談課が受付し，担当部署へ処理を依頼します。 

 

  担当課の説明が納得できないという理由で苦情申立てはできるの？ 

  苦情申立てについては，あなた自身に直接利害関係があるかどうかが重要です。

事情を詳しくお聴きする事前相談はどなたでも可能です。お気軽にご相談ください。 

 

市の職員がオンブズマン相談室の窓口では公平性に欠けるのではないか？ 

  調布市オンブズマン条例施行規則第 14 条の規定により，当相談室の庶務は市民

相談課が行います。オンブズマンの指示を受け，制度の案内やオンブズマン不在時

の書類の取り次ぎなどを事務局で行っていますのでご安心ください。 

 

  調査を担当するオンブズマンはどのように決まるの？ 

  オンブズマンはそれぞれが見識や専門性を有しており，苦情の内容に応じて担当

するオンブズマンを決めています。 

また，事前相談を経た場合でも，別のオンブズマンが調査を引き継ぐ場合があり

ます。 

 

オンブズマン以外に苦情を言う制度はないのか？ 

  行政の処分等が違法又は不当だと思うときに処分等に対する不服を申し立てる

ことができる行政不服審査制度があります。 

  また，地方自治行政における公正と効率の確保の観点から監査委員制度が設置さ

れています。適切な制度をご利用ください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ オンブズマンの活動状況  
  

  

 

 

             １ 苦情等の受付状況  

               オンブズマン相談室の利用状況       10 頁 

               苦情申立ての処理状況           11 頁 

               相談の対応状況              12 頁 

               問い合わせの対応状況           12 頁 

             ２ 苦情処理以外の活動  

               全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会   13 頁 

               オンブズマン会議             13 頁 

               制度周知                 14 頁
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１ 苦情等の受付状況 

  

 

オンブズマン相談室の利用状況 

 

  令和５年４月から令和６年３月までに受付けた苦情・相談・問い合わせの合計件

数は 12 件でした。 

  

受付方法別 合計 苦情申立て 相談 問い合わせ 

来訪 ９（14） １（０） ６（10） ２（４） 

電話 ３（７） ０（０） ０（０） ３（７） 

ＦＡＸ ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

郵送 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

メール ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

合計 12（21） １（０） ６（10） ５（11） 

 

 

分野別 合計 苦情申立て 相談 問い合わせ 

福祉・健康 ６（11） ０（０） ３（６） ３（５） 

子育て １（０） ０（０） ０（０） １（０） 

都市整備 ３（２） １（０） ２（１） ０（１） 

環境・ごみ １（１） ０（０） １（１） ０（０） 

生活文化 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

スポーツ ０（１） ０（０） ０（１） ０（０） 

教育 ０（２） ０（０） ０（１） ０（１） 

税金・保険・住民票等 ０（１） ０（０） ０（０） ０（１） 

オンブズマン制度 １（１） ０（０） ０（０） １（１） 

その他 ０（２） ０（０） ０（０） ０（２） 

合計 12（21） １（０） ６（10） ５（11） 

 

※ 上記件数は，令和５年度中に受付したもの。 

※ カッコ内は令和４年度の件数。 
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苦情申立ての処理状況 

 

 令和５年度にオンブズマンが受付した事案は１件であり，次年度も引き続き調査す

ることとしました。 

 事案の概要については，「Ⅳ 苦情申立て等の事例紹介」（18 頁）に掲載していま

す。 

 

１ 調査を終了したもの ０件（０件） 

 

(1) 苦情申立ての趣旨に沿ったもの ０件（０件） 

(2) 制度改善の提言をしたもの ０件（０件） 

(3) 是正の勧告をしたもの ０件（０件） 

(4) 意見表明したもの ０件（０件） 

(5) 市に不備がなかったもの ０件（０件） 

２ 調査しなかったもの ０件（０件） 

 

 

(1) 所掌事項外のもの ０件（０件） 

(2) 苦情の事実発生から１年以上経過したもの ０件（０件） 

(3) 申立人自身の利害関係を有していないもの ０件（０件） 

(4) 取り下げのあったもの ０件（０件） 

(5) その他 ０件（０件） 

３ 調査開始後に中止したもの ０件（０件） 

 

(1) 所掌事項外のもの ０件（０件） 

(2) 苦情の事実発生から１年以上経過したもの ０件（０件） 

(3) 申立人自身の利害関係を有していないもの ０件（０件） 

(4) その他 ０件（０件） 

４ 次年度へ継続したもの １件（０件） 

合計（１～４） １件（０件） 

  

※ カッコ内は令和４年度の件数。 
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相談の対応状況 

 

 「相談」は，事前相談においてお話を伺ったもののうち，期間の経過など，苦情申

立てとして受付けることが出来ない事案について，丁寧にお話しを伺う中で，所管部

署への取り次ぎ等を行ったものです。 

 令和５年度は６件の事前相談がありました。 

 

 

問い合わせの対応状況 

 

 令和５年度の「問い合わせ」は，５件でした。（分野別は 10 頁参照） 

 

○オンブズマン相談室に寄せられた問い合わせ 
 

NO 問い合わせ内容 オンブズマン相談室の対応 個人 
公的 

機関 

１ 
生活福祉課の対応について相談

がしたい。 

担当課に引継ぎ，対応を終了した。 
〇  

２ 
保育園の運営に対する市の対応

について相談したい。 

オンブズマン制度の説明と相談日の案

内をし，対応を終了した。 
〇  

３ 
生活保護の家賃補助に関する職

員の対応について相談したい。 

オンブズマン制度の説明と相談日の案

内をし，対応を終了した。 
〇  

４ 

介護サービスの事業所に対する

市の対応について相談したい。 

オンブズマンの相談対象範囲について

の説明と相談日の案内をし，対応を終

了した。 

〇  

５ 
ケアマネに対する苦情は受け付

けるのか伺いたい。 

オンブズマンの相談対象範囲について

説明し，対応を終了した。 〇  
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２ 苦情処理以外の活動 

  

 

 制度周知や他団体との情報交換，オンブズマン会議による制度運用の検証などを行

っています。 

 令和５年度における活動状況は次のとおりです。 

 

令和５年 ６月 ・第１回調布市オンブズマン会議を開催 

９月 ・第２回調布市オンブズマン会議を開催 

12月 

 

・第３回調布市オンブズマン会議を開催 

・全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会に出席 

令和６年 １月 ・令和４年度調布市オンブズマン活動状況報告書を作成 

３月 ・第４回調布市オンブズマン会議を開催 

 

 

全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会 

 

 オンブズマン等の苦情対応機関が，相互の意見・情報の交換・連携を図ることによ

り，苦情救済制度の充実・発展に資することを目的として，総務省が設置したもので，

現在，34団体（１道３県 26 市及び４特別区）により構成されています。 

 連絡会は，年に１度開催されており，構成団体の概況報告や，構成団体から提案さ

れる検討事例について各団体が意見発表するなどの情報交換を行っています。 

 令和５年度（第 24 回）は，令和５年 12 月１日に Web 開催の形式で行われ，丸山オ

ンブズマンが出席しました。  

 

 

オンブズマン会議 

 

 オンブズマン会議は，苦情申立てや相談に対する公平・公正な対応を確保するため，

各オンブズマンの認識の共有を図ることを目的として開催しています。 

 令和５年度は計４回開催し，各オンブズマンが担当した事案の情報共有と意見交

換・協議を行いました。  

 

  



14 

 

制度周知 

  

 オンブズマン相談室を活用していただくため，オンブズマンの制度や活動について，

次のとおり市民の皆様に周知を行いました。 

 

 ■ 「市報ちょうふ」による広報 

   令和５年度は，２月 20 日号において，令和４年度オンブズマンの活動状況や

相談日・苦情申立ての受付方法等を掲載しました。 

   また，４月 20 日号，10 月 20 日号において，オンブズマン相談室の案内を掲

載しました。 

 

 ■ 市ホームページによる広報 

   調布市のホームページに，制度の案内を掲載しており，常時閲覧できます。 

   また，事前相談カードや苦情申立書の様式もダウンロードできます。 

 

   ★（トップページ）市政情報 → （広聴）行政オンブズマン 

 

 ■ 制度案内パンフレットの配布 

   市民相談課の窓口にて配布しています。 

 

 ■ 活動状況報告書（本書）の閲覧 

   調布市のホームページ，図書館及び公文書資料室（市役所４階）において閲覧

できます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 事前相談等の事例紹介  
  

  

 

 

             ●  事前相談の事例           16 頁 
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●今年度の事前相談事案 

No.1 建築に関する建築指導課の対応について 

隣家の建築についての建築指導課の対応が適切かどうかを確認してほしい。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

No.２ 介護サービス利用時のケガに対する高齢者支援室の対応について 

介護サービスの体操教室を利用した際，腰を痛めたが，その事業所に対する高齢者支

援室の対応が適切かどうか確認してほしい。 

No.３ ボランティア清掃に関する環境政策課職員の対応について 

ボランティアで公園の清掃をしているが，集めたごみの出し方のルールが実際の活動

に合わず，市にはボランティアと協力し合おうとの姿勢が感じられない。市はどのよう

に考えているかを知りたい。 

また，担当職員の対応が適切かどうか確認してほしい。 

No.４ 道路管理課担当職員の対応について  

道路反射鏡設置の要望に対する担当職員の説明と対応が適切であったかどうかを確認

してほしい。 

No.５ 生活福祉課職員の対応について 

公的扶助に基づいて病院で治療を受けているが，その病院の治療方針についての市の

担当職員の対応が適切であるかどうかを確認してほしい。 

No.６ 障害福祉課職員の対応について 

障害福祉課職員による福祉サービスの事業所に対する個人情報の漏洩を市は認めな

い。その点についての相談者と担当職員とのやりとりを録音したテープを担当職員に聞

いてもらいたいが，拒まれている。担当職員の対応が適切であるかどうかを確認してほ

しい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 苦情申立ての事例紹介  
  

  

 

 

        ●  都市整備部分野（苦情申立て  １件）  

            スポーツ施設の開発について  18 頁 
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No.1 
スポーツ施設の開発について   

  【都市整備部 （都市計画課，建築指導課），環境部環境政策課】 

 隣接するスポーツ施設の開発に対する市の対応は，条例や建築基準法に

照らして適切にされているかを確認してほしい。  

 また，開発によって騒音，夜間照明で近隣住民は迷惑を被っているので，

開発を中止させてほしい。（令和６年度に継続）  

 

 

 

 

第１期開発と第２期開発からなるスポーツ施設の建設を目的とする開発事

業によって，近隣住民は騒音と夜間照明の光害に苦しむことになっており，

第 1 種低層住居専用地域の用途地域規制に抵触する疑いのあるこの開発事業

について，調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例に基づく手続

きを安易に進め，この開発事業の遂行を認めた，として市に苦情申立てがな

されたものです。  

 

 

 

 

 

本件は，令和４年度に事前相談を受け，令和５年度に苦情申立てを受けた案

件です。  

令和５年度は，オンブズマンにおいて，調査を行いました。苦情申立人に対

する調査結果の通知および担当部署への通知等については，現在進行中ですの

で，次年度報告を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情の内容  

オンブズマンの対応・判断  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 今年度を振り返って  
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令和５年度は，「スポーツ施設開発指導に関する苦情申立て」について担当し
ました。 

この案件は，スポーツ施設の建設を目的とする開発事業によって，近隣住民は
騒音と夜間照明の光害に苦しむことになり，この開発行為が用途地域規制に抵触
する疑いはないか，調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例に基づく
市の手続きと指導は適正であったかについて苦情申立てがなされたものです。  

この開発事業が令和３年度から５年度にかけて３年間に及ぶものであったた
め，また，令和４年１２月に事前相談があったものの申立人の希望で調査保留と
なり，令和５年４月に正式の苦情申立てとなったという経緯もあり，過去の事実
確認に大変時間を要することになりました。そのため，調査は令和５年度では終

わらせることができず令和６年度の２カ年に及ぶものとなっています。  
オンブズマン制度は本来，「市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場

から簡易迅速に処理」すると市オンブズマン条例に定められていますので，異例
の案件であったことがわかります。 

「鉄は熱いうちに打て」ということわざもあります。市オンブズマン条例では，
「苦情に係る事実のあった日から 1 年を経過しているとき」は，「正当な理由が
あると認めるとき」を除いて，調査の対象外になってしまいます。 

そこで，市民の皆様には，市の窓口対応などで市政に関して悩まれた際には，
正式な苦情申立ての他にも事前相談制度もありますので，早めに，そしてお気軽
にオンブズマン制度をご活用いただければと思っているところです。  

 

 

 

 

令和５年度は，ボランティア清掃に関する事前相談と介護サービスに関する事
前相談の２件を担当しました。 

これまで担当した全ての案件で感じるのが，一方から聞いた話と他方から聞い

た話は全く違う，両方合わせて初めて事案の全体像が分かるということです。そ
して，両方の話を聞いた後にそれぞれの言い分を思い返すと，なるほど確かに一
方当事者の立場ではそう受け取るのだろうとどちらの意見にも共感でき，また，
どちらも故意や害意はなく，ただすれ違いでトラブルが生じていることがほとん
どでした。 

つまり，市民と行政がお互い誠実にコミュニケーションをとれば，オンブズマ

ン相談に至るようなトラブルにならないと思われます。本書を読んでくださった
市民と行政側の双方が，不満に思うことがあってもまずは相互理解を図るために
コミュニケーションをとろうと努力してくださればありがたく思います。  

他方で，オンブズマン制度の限界も感じています。強制力がない以上，相談者

にとっては解決力のない制度だと感じられるでしょう。強制力はなくても，市民

と行政それぞれからしっかり聞き取りをし，トラブルが生じた原因を解明して双

方に説明し，強制力はなくても事実は知れた，オンブズマン相談を利用してよか

った，と感じてもらえるよう徹底したいと考えます。  

 

 

小野田

お の だ

 朋

とも

恵

え

 
 

古 里

ふるさと

 実

みのる
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 今年度は，事前相談として，①「隣家建物にかかる相隣関係」の問題，②「道
路反射鏡設置の要望」にかかる問題，③「公的扶助に基づく支援」問題，④「公
的扶助における個人情報の取り扱い」の問題の４件を担当いたしました。  
 いずれも，苦情申し立てには至っておりせん。 
 コロナも第５類になり，直接市民の皆さまとお会いすることができるようにな
り，オンブズマンが市民の皆さまの市政に対する苦情を「公正かつ中立的な立場」
から処理するためには，相談にお越しになられた市民の皆さまのお声を十分にお
聞きすることがなにより大事と痛感した１年でした。  

オンブズマンとして，市民の皆さまと市政との橋渡ができるよう，頑張ってい

きたいと思っております。 
オンブズマン制度は，市民の皆さまの身近な機関です。ぜひ，お気軽にご利用

ください。 
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資料１  調布市オンブズマン条例  

 

平成 13 年 12 月 19 日条例第 33 号 

 

（設置）  

第１条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し，市政の改善

に関する提言等を行うことにより，市民の権利及び利益を擁護するとともに，市政に対する

市民の理解と信頼を高め，開かれた市政の一層の推進に資するため，調布市オンブズマン（以

下「オンブズマン」という。）を置く。  

（所掌事項）  

第２条 オンブズマンの所掌する事項は，市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に

関する職員の行為とする。ただし，次の各号に掲げる事項を除く。  

 (１) 判決，裁決等により確定した権利関係に関する事項  

 (２) 現に判決，裁決等を求め係争中の事項  

 (３) 議会に関する事項  

 (４) 職員の勤務条件，身分等に関する事項  

 (５) オンブズマンの行為に関する事項  

（職務）  

第３条 オンブズマンの職務は，次の各号に掲げるところによる。  

 (１) 市政に関する苦情の申立てを受付，これを調査し，迅速に処理すること。 

 (２) 前号の処理に関連し，必要があると認める事案について，調査すること。  

 (３) 申立てに係る苦情又は前号に規定する事案（以下「苦情等」という。）について，市の

機関に対し意見を述べ，若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し，又は制度の改善に

関する提言を行うこと。 

 (４) 勧告，提言等の内容を公表すること。  

 （オンブズマンの責務）  

第４条 オンブズマンは，市民の権利及び利益を擁護するため，公平かつ適切にその職務を遂

行しなければならない。 

２ オンブズマンは，その職務の遂行に当たっては，市の機関との連携を図り，相互の職務の

円滑な遂行に努めなければならない。  

３ オンブズマンは，その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。  

４ オンブズマンは，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同

様とする。  

（市の機関の責務）  

第５条 市の機関は，オンブズマンの職務の遂行に関し，その独立性を尊重するとともに，積
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極的な協力に努めなければならない。  

２ 市の機関は，第３条第３号の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けたときは，これ

を尊重し，誠実かつ適切に対応しなければならない。  

（組織等）  

第６条 オンブズマンの定数は３人とし，そのうち１人を代表オンブズマンとする。  

２ オンブズマンは，人格が高潔で，地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから，市長

が委嘱する。  

３ オンブズマンの任期は，３年とする。ただし，１期に限り再任を妨げない。  

４ オンブズマンは，非常勤とする。  

（兼職の禁止）  

第７条 オンブズマンは，衆議院議員，参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しく

は長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。  

２ オンブズマンは，市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができ

ない。 

（解職）  

第８条 市長は，オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職

務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は，解職

することができる。  

（苦情の申立て）  

第９条  市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害

関係を有する者は，オンブズマンに対し苦情を申し立てることができる。  

２ 前項の規定による苦情の申立ての手続は，書面により行うものとする。ただし，オンブズ

マンがやむを得ないと認めるときは，この限りでない。  

３ 苦情の申立ては，代理人により行うことができる。  

（調査対象外事項等）  

第 10 条 オンブズマンは，苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は，

当該苦情を調査しない。 

 (１) 第２条ただし書の規定に該当するとき。 

 (２) 苦情の内容が，当該苦情に係る事実のあった日から１年を経過しているとき。ただし，

正当な理由があると認めるときは，この限りでない。  

 (３) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。  

 (４) 前３号に掲げるもののほか，調査することが適当でないと認めるとき。  

２ オンブズマンは，前項の規定により苦情を調査しない場合は，その旨を理由を付して苦情

を申し立てた者（以下「申立人」という。）に速やかに通知しなければならない。  

（調査の通知等）  

第 11 条 オンブズマンは，苦情等を調査する場合は，関係する市の機関に対し，その旨を通
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知するものとする。  

２ オンブズマンは，苦情等の調査を開始した後においても，その必要がないと認めるときは，

調査を中止することができる。  

３ オンブズマンは，申立てに係る苦情の調査を中止したときは，その旨を理由を付して申立

人及び第１項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知しなければならない。  

４ オンブズマンは，第３条第２号に規定する事案の調査を中止したときは，その旨を理由を

付して第１項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知するものとする。  

（調査の方法）  

第 12 条 オンブズマンは，苦情等の調査のため必要があると認めるときは，関係する市の機

関に対し説明を求め，その保有する関係文書等を閲覧し，若しくはその提出を要求し，又は

実地に調査することができる。  

２ オンブズマンは，苦情等の調査のため必要があると認めるときは，関係人又は関係機関に

対し質問し，事情を聴取し，又は実地に調査することについて協力を求めることができる。 

（申立人への通知）  

第 13 条 オンブズマンは，申立てに係る苦情の調査の結果について，申立人に速やかに通知

しなければならない。  

（勧告，提言等）  

第 14 条 オンブズマンは，苦情等の調査の結果，必要があると認めるときは，関係する市の

機関に対し意見を述べ，又は是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。  

 

２ オンブズマンは，苦情等の調査の結果，その原因が制度そのものに起因すると認めるとき

は，関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。  

（報告等）  

第 15 条 オンブズマンは，前条の規定により意見を述べ，若しくは勧告し，又は提言を行っ

たときは，関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。  

２ 前項の規定により報告を求められた市の機関は，当該報告を求められた日から 60 日以内

に，オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。ただし，是正等の

措置を講ずることができない特別の理由があるときは，理由を付してその旨をオンブズマン

に報告しなければならない。  

３ オンブズマンは，申立てに係る苦情について前条の規定により意見を述べ，若しくは勧告

し，若しくは提言を行ったとき，又は前項の規定による報告があったときは，その旨を申立

人に速やかに通知しなければならない。  

（公表）  

第 16 条 オンブズマンは，第 14 条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第２項の

規定による報告の内容を公表するものとする。  

２ オンブズマンは，前項の規定により公表を行うときは，個人情報等の保護について最大限
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の配慮をしなければならない。  

（運営状況の報告等）  

第 17 条 オンブズマンは，毎年，この条例の運営状況について，市長に報告するとともに，

これを公表するものとする。  

（委任）  

第 18 条 この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。  

 

 附 則 

１ この条例は，平成 14 年４月１日から施行する。  

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前において，この条例の規定による手続に

相当する手続により受けた苦情の申立て（施行日において現に処理が終了していないものに限

る。）は，この条例の規定による苦情の申立てとみなす。  
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資料２  調布市オンブズマン条例施行規則  

 

平成 14 年３月 29 日規則第 21 号 

改正 平成 15 年３月 31 日規則第 27 号 

平成 19 年３月 30 日規則第 15 号 

 

（趣旨）  

第１条 この規則は，調布市オンブズマン条例（平成 13 年調布市条例第 33 号。以下「条例」

という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。  

（代表オンブズマン）  

第２条 条例第６条第１項に規定する代表オンブズマンは，オンブズマンの互選により定める。 

２ 代表オンブズマンは，オンブズマンに関する事務を総理する。  

３ 代表オンブズマンに事故があるときは，他のオンブズマンがその職務を代理する。  

（オンブズマン会議）  

第３条 オンブズマンの職務執行に関する重要な事項を協議するため，オンブズマン会議（以

下「会議」という。）を置く。  

２ 会議は，必要に応じて代表オンブズマンが招集し，その議長となる。  

３ 会議に付することができる事項は，次の各号に掲げるところによる。  

 (１) オンブズマンの職務執行の一般方針に関する事項  

 (２) 条例第 14 条に規定する市の機関に対する意見若しくは勧告又は提言に関する事項  

 (３) 条例第 16 条第１項に規定する公表及び条例第 17 条に規定する運営状況の報告等に関

する事項  

 (４) 前３号に掲げるもののほか，オンブズマンの職務執行に関する重要な事項  

４ 前３項に規定するもののほか，会議について必要な事項は，代表オンブズマンが他のオン

ブズマンに諮って定める。  

（特別な利害関係にある企業等）  

第４条 条例第７条第２項に規定する市と特別な利害関係にある企業その他の団体は，主とし

て市の機関に対し請負をするものをいう。  

（申立ての手続等）  

第５条 条例第９条第２項本文に規定する苦情の申立ては，苦情申立書（第１号様式）により

行うものとする。  

（正当な理由）  

第６条 条例第 10 条第１項第２号ただし書に規定する正当な理由とは，次の各号に掲げると

ころによる。  

 (１) 苦情に係る事実が極めて秘密のうちに行われ，１年を経過した後初めて明らかにされ



 

29 

 

 

たとき。  

 (２) 天災地変等による交通の途絶により申立期間を徒過したとき。  

 (３) 苦情に係る事実が継続しているとき。  

 (４) 前３号に掲げるもののほか，オンブズマンが正当な理由があると認めるとき。   

 （苦情について調査しない旨の通知）  

第７条 条例第 10 条第２項に規定する申立人への通知は，苦情について調査しない旨の通知

書（第２号様式）により行うものとする。  

（調査の実施又は中止に関する通知）  

第８条 条例第 11 条第１項に規定する市の機関に対する通知は，苦情等調査実施通知書（第

３号様式）により行うものとする。  

２ 条例第 11 条第３項又は第４項に規定する申立人又は市の機関に対する通知は，苦情等調

査中止通知書（第４号様式）により行うものとする。  

（調査結果の通知）  

第９条 条例第 13 条に規定する申立人への通知は，苦情申立てに係る調査結果通知書（第５

号様式）により行うものとする。  

（勧告，提言等）  

第 10 条 条例第 14 条に規定する市の機関に対する意見若しくは勧告又は提言は，苦情等に係

る是正等の措置勧告（提言）書（第６号様式）により行うものとする。  

（報告等）  

第 11 条 条例第 15 条第２項に規定するオンブズマンに対する報告は，苦情等に係る是正等の

措置結果報告書（第７号様式）により行うものとする。  

２ 条例第 15 条第３項に規定する申立人への通知は，苦情申立てに係る措置結果通知書（第

８号様式）により行うものとする。  

（公表）  

第 12 条 条例第 16 条第１項及び第 17 条に規定する公表は，調布市報への登載その他の方法

により行うものとする。 

（運営状況の報告）  

第 13 条 条例第 17 条に規定する報告は，年度ごとに，次の各号に掲げる事項について行うも

のとする。  

 (１) 苦情申立件数  

 (２) 調査件数  

 (３) 市の機関に対する意見若しくは勧告又は提言の要旨  

 (４) 市の機関からの是正等の措置結果報告の要旨  

 (５) 前各号に掲げるもののほか，条例の運営状況に関すること。  

（庶務）  

第 14 条 オンブズマンの庶務は，市民部市民相談課において処理する。  



 

30 

 

（委任）  

第 15 条 この規則の施行について必要な事項は，市長が定める。  

附 則 

（施行期日）  

１ この規則は，平成 14 年４月１日から施行する。  

（調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正）  

２ 調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則（昭和 40 年調布市

規則第６号）の一部を次のように改正する。  

  （次のよう略）  

（調布市福祉オンブズマンの設置に関する規則の廃止）  

３ 調布市福祉オンブズマンの設置に関する規則（平成 12 年調布市規則第 12 号）は，廃止す

る。 

 （調布市福祉オンブズマンの設置に関する規則の廃止に伴う経過措置）  

４ この規則の施行の日前において，この規則による廃止前の調布市福祉オンブズマンの設置

に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は，この規則の規定によりなされた手

続その他の行為とみなす。  

附 則（平成 15 年３月 31 日規則第 27 号） 

 この規則は，平成 15 年４月１日から施行する。  

附 則（平成 19 年３月 30 日規則第 15 号） 

 この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。
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資料３  これまでのオンブズマン制度の実績  

 調布市オンブズマンは，平成 12 年に調布市福祉オンブズマン制度として設立され，保健・

福祉サービスに関する苦情処理を始めました。  

 その後，平成 14 年から，現行の調布市オンブズマン制度へと移行し，保健福祉サービスに

関する苦情に加え，市政全般の苦情に対応する行政オンブズマンとなりました。  

 発足以来，様々な苦情や相談などを受付，調査・調整を進める中で，行政に対する市民の信

頼の確保に努めてまいりました。  

 

■ 各分野の苦情申立て・相談等の割合（直近５カ年度）  

   

※構成比は小数点以下を四捨五入。 

■ 苦情申立て等で取扱われた主な事例（直近５カ年度）  

  福祉・健康  生活保護・障害者・高齢者の福祉政策  

新型コロナウイルス感染症関連，喫煙所の整備 

  子育て    子ども施設の運営  

  都市整備    道路整備事業，開発事業，違法建築への対応  

  環境・ごみ  香害対策，ボランティア清掃  

  生活文化    文化会館等の施設管理  

  教育     人員配置  

  税･住民票等  離婚届について，出生届について  

  その他    市報，職員の接遇・対応  

飛行機墜落事故の原因究明，調布市自治の理念と市政運営に関する基本条

例，防犯カメラの設置，農地の取扱い
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